
第37期　決　算　公　告
青森市勝田1丁目3番1号
株式会社  みちのく銀行
取締役頭取　杉本 康雄

貸　借　対　照　表

（平成２１年３月３１日現在）

（単位:百万円）

科 目 金　　　　　額 科 目 金　　　　　額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 預 け 金 47,120 預 金 1,722,091

現 金 33,655 当 座 預 金 35,420

預 け 金 13,464 普 通 預 金 658,697

コ ー ル ロ ー ン 106,598 貯 蓄 預 金 55,543

買 入 金 銭 債 権 6,526 通 知 預 金 6,715

商 品 有 価 証 券 186 定 期 預 金 950,653

商 品 地 方 債 186 そ の 他 の 預 金 15,060

金 銭 の 信 託 19,994 借 用 金 19,300

有 価 証 券 367,393 借 入 金 19,300

国 債 144,022 外 国 為 替 17

地 方 債 82,026 外 国 他 店 預 り 1

社 債 71,058 売 渡 外 国 為 替 4

株 式 21,838 未 払 外 国 為 替 10

そ の 他 の 証 券 48,446 社 債 15,000

貸 出 金 1,259,003 そ の 他 負 債 6,734

割 引 手 形 4,469 未 決 済 為 替 借 24

手 形 貸 付 66,756 未 払 法 人 税 等 54

証 書 貸 付 1,039,938 未 払 費 用 3,855

当 座 貸 越 147,839 前 受 収 益 653

外 国 為 替 638 金 融 派 生 商 品 1,009

外 国 他 店 預 け 637 そ の 他 の 負 債 1,137

買 入 外 国 為 替 1 賞 与 引 当 金 1,166

そ の 他 資 産 8,864 退 職 給 付 引 当 金 10,129

前 払 費 用 53 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 208

未 収 収 益 2,575 睡眠預金払戻損失引当金 670

そ の 他 の 資 産 6,235 偶 発 損 失 引 当 金 323

有 形 固 定 資 産 12,026 再評価に係る繰延税金負債 879

建 物 3,127 支 払 承 諾 12,879

土 地 6,803 負 債 の 部 合 計 1,789,400

建 設 仮 勘 定 135 （ 純 資 産 の 部 ）

その他の有形固定資産 1,959 資 本 金 24,167

無 形 固 定 資 産 1,537 資 本 剰 余 金 19,775

ソ フ ト ウ ェ ア 1,199 資 本 準 備 金 19,775

その他の無形固定資産 337 利 益 剰 余 金 2,543

繰 延 税 金 資 産 13,910 利 益 準 備 金 4,392

支 払 承 諾 見 返 12,879 そ の △他 利 益 剰 余 金 1,848

貸 倒 引 当 金 △ 27,740 別 途 積 立 金 23,910

繰 越 利 益 金 △剰 余 25,759

自 己 株 式 △ 2,665

株 主 資 本 合 計 43,822

その 金 △他有価証券評価差額 4,323

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 277

土 地 再 評 価 差 額 金 318

評価・換算差額等合計 △ 4,282

純 資 産 の 部 合 計 39,539

資 産 の 部 合 計 1,828,940 負債及び純資産の部合計 1,828,940



損　益　計　算　書
（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで）

（単位:百万円）

科 目 金 額

経 常 収 益 46,139

資 金 運 用 収 益 35,973

貸 出 金 利 息 29,438

有 価 証 券 利 息 配 当 金 6,020

コ ー ル ロ ー ン 利 息 322

預 け 金 利 息 70

そ の 他 の 受 入 利 息 120

役 務 取 引 等 収 益 5,230

受 入 為 替 手 数 料 1,960

そ の 他 の 役 務 収 益 3,269

そ の 他 業 務 収 益 1,615

商 品 有 価 証 券 売 買 益 4

国 債 等 債 券 売 却 益 1,610

国 債 等 債 券 償 還 益 0

そ の 他 の 業 務 収 益 0

そ の 他 経 常 収 益 3,321

株 式 等 売 却 益 1,158

金 銭 の 信 託 運 用 益 1,395

そ の 他 の 経 常 収 益 766

経 常 費 用 67,353

資 金 調 達 費 用 5,971

預 金 利 息 4,943

コ ー ル マ ネ ー 利 息 1

借 用 金 利 息 414

社 債 利 息 245

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 366

役 務 取 引 等 費 用 4,369

支 払 為 替 手 数 料 397

そ の 他 の 役 務 費 用 3,972

そ の 他 業 務 費 用 11,179

外 国 為 替 売 買 損 72

国 債 等 債 券 売 却 損 384

国 債 等 債 券 償 還 損 2,041

国 債 等 債 券 償 却 8,531

そ の 他 の 業 務 費 用 150

営 業 経 費 25,881

そ の 他 経 常 費 用 19,951

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 3,293

貸 出 金 償 却 3,095

株 式 等 売 却 損 2,432

株 式 等 償 却 8,960

そ の 他 の 経 常 費 用 2,168

経 常 損 失 21,213

特 別 利 益 112

固 定 資 産 処 分 益 8

償 却 債 権 取 立 益 104

特 別 損 失 415

固 定 資 産 処 分 損 153

減 損 損 失 261

税 引 前 当 期 純 損 失 21,515

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 38

法 人 税 等 調 整 額 5,316

法 人 税 等 合 計 5,354

当 期 純 損 失 26,870



株主資本等変動計算書
（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで）

(単位：百万円)

科　　目 金　　額

株主資本
　資本金
　　前期末残高 24,167
　　当期変動額
　　　当期変動額合計 -
　　当期末残高 24,167
　資本剰余金
　　資本準備金
　　　前期末残高 19,775
　　　当期変動額
　　　　当期変動額合計 -
　　　当期末残高 19,775
　　資本剰余金合計
　　　前期末残高 19,775
　　　当期変動額
　　　　当期変動額合計 -
　　　当期末残高 19,775
　利益剰余金
　　利益準備金
　　　前期末残高 4,392
　　　当期変動額
　　　　当期変動額合計 -
　　　当期末残高 4,392
　　その他利益剰余金
　　　別途積立金
　　　　前期末残高 23,910
　　　　当期変動額
　　　　　別途積立金の積立 -
　　　　　当期変動額合計 -
　　　　当期末残高 23,910
　　　繰越利益剰余金
　　　　前期末残高 3,325
　　　　当期変動額
　　　　　剰余金の配当 △ 436
　　　　　別途積立金の積立 -
　　　　　当期純損失 △ 26,870
　　　　　自己株式の処分 △ 29
　　　　　自己株式の消却 △ 1,804
　　　　　土地再評価差額金の取崩 56
　　　　　当期変動額合計 △ 29,084
　　　　当期末残高 △ 25,759
　　利益剰余金合計
　　　前期末残高 31,628
　　　当期変動額
　　　　剰余金の配当 △ 436
　　　　当期純損失 △ 26,870
　　　　自己株式の処分 △ 29
　　　　自己株式の消却 △ 1,804
　　　　土地再評価差額金の取崩 56
　　　　当期変動額合計 △ 29,084
　　　当期末残高 2,543
　自己株式
　　前期末残高 △ 3,783
　　当期変動額
　　　自己株式の取得 △ 769
　　　自己株式の処分 83
　　　自己株式の消却 1,804
　　　当期変動額合計 1,118
　　当期末残高 △ 2,665



(単位：百万円)
科　　目 金　　額

　株主資本合計
　　前期末残高 71,788
　　当期変動額
　　　剰余金の配当 △ 436
　　　当期純損失 △ 26,870
　　　自己株式の取得 △ 769
　　　自己株式の処分 53
　　  自己株式の消却 -
　　　土地再評価差額金の取崩 56
　　　当期変動額合計 △ 27,966
　　当期末残高 43,822
評価・換算差額等
　その他有価証券評価差額金
　　前期末残高 △ 4,097
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期中の変動額(純額） △ 226
　　　当期変動額合計 △ 226
　　当期末残高 △ 4,323
　繰延ヘッジ損益
　　前期末残高 △ 217
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期中の変動額(純額） △ 60
　　　当期変動額合計 △ 60
　　当期末残高 △ 277
　土地再評価差額金
　　前期末残高 374
　　当期変動額
　　　土地再評価差額金の取崩 △ 56
　　　当期変動額合計 △ 56
　　当期末残高 318
　評価・換算差額等合計
　　前期末残高 △ 3,939
　　当期変動額
　　　土地再評価差額金の取崩 △ 56
　　　株主資本以外の項目の当期中の変動額(純額） △ 286
　　　当期変動額合計 △ 342
　　当期末残高 △ 4,282
純資産合計
　前期末残高 67,848
　当期変動額
　　剰余金の配当 △ 436
　　当期純損失 △ 26,870
　　自己株式の取得 △ 769
　　自己株式の処分 53
　　自己株式の消却 -
　　土地再評価差額金の取崩 -
　　株主資本以外の項目の当期中の変動額(純額） △ 286
　　当期変動額合計 △ 28,309
　当期末残高 39,539



記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針

1． 商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。

2． 有価証券の評価基準及び評価方法
（1） 有 価 証 券 の 評 価 は 、 満 期 保 有 目 的 の 債 券 に つ い て は 移 動 平 均 法 に よ る 償 却 原 価 法 （ 定 額 法 ） 、 子 会

社 ・ 子 法 人 等 株 式 及 び 関 連 法 人 等 株 式 に つ い て は 移 動 平 均 法 に よ る 原 価 法 、 そ の 他 有 価 証 券 の う ち 時

価 の あ る も の に つ い て は 決 算 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づ く 時 価 法 （ 売 却 原 価 は 主 と し て 移 動 平 均 法 に よ

り 算 定 ） 、 時 価 の な い も の に つ い て は 移 動 平 均 法 に よ る 原 価 法 又 は 償 却 原 価 法 に よ り 行 っ て お り ま す 。 な

お、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
（2） 有 価 証 券 運 用 を 主 目 的 と す る 単 独 運 用 の 金 銭 の 信 託 に お い て 信 託 財 産 と し て 運 用 さ れ て い る 有 価 証

券の評価は、時価法により行っております。

3． デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

4． 固定資産の減価償却の方法
（1） 有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）については

定額法）を採用しております。また､主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 3年～ 50年

そ の 他 2年～ 20年

（2） 無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における

利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
（3） リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用しております。

5． 繰延資産の処理方法

株式交付費は、支出時に全額費用として処理しております。

6． 外貨建て資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。

７． 引当金の計上基準
（1） 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

　 破 産 、 特 別 清 算 等 法 的 に 経 営 破 綻 の 事 実 が 発 生 し て い る 債 務 者 （ 以 下 、 「 破 綻 先 」 と い う。 ） に 係る 債権

及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書き

に 記 載 さ れ て い る 直 接 減 額 後 の 帳 簿 価 額 か ら 、 担 保 の 処 分 可 能 見 込 額 及 び 保 証 に よ る 回 収 可 能 見

込額を控除 し、 その 残額 を計 上し てお りま す。 また 、現 在は 経営 破綻 の状 況に ない が、 今後 経営 破綻 に陥

る 可 能 性 が 大 き い と 認 め ら れ る 債 務 者 に 係 る 債 権 に つ い て は 、 債 権 額 か ら 、 担 保 の 処 分 可 能 見 込 額

及 び 保 証 に よ る 回 収 可 能 見 込 額 を 控 除 し 、 そ の 残 額 の う ち 、 債 務 者 の 支 払 能 力 を 総 合 的 に 判 断 し 必 要 と

認め る額を計上しております。上記以外の債権につい ては、過去の一定期間における貸倒実績から算出し

た貸倒実績率等に基づき計上しております。
す べ て の 債 権 は 、 資 産 の 自 己 査 定 基準 に基 づき 、営 業関 連部 署が 資産 査定 を実 施し 、当 該部 署か ら 独

立 し た 資 産 監 査 部 署 が 査 定 結 果 を 監 査 し て お り 、 そ の 査 定 結 果 に 基 づ い て 上 記 の 引 当 を 行 っ て お り ま

す。
なお、破綻先及 び実 質破 綻先 に対 する 担保 ・ 保 証付 債権 等に つい ては 、債 権額 から 担保 の評 価額 及び

保 証 に よ る 回 収 が 可 能 と 認 め ら れ る 額 を 控 除 し た 残 額 を 取 立 不 能 見 込 額 と し て 債 権 額 か ら 直 接 減 額 し て

おり、その金額は 14,914百万円であります。
（2） 賞与引当金

賞 与 引 当 金 は 、 従 業 員 へ の 賞 与 の 支 払 い に 備 え る た め 、 従 業 員 に 対 す る 賞 与 の 支 給 見 込 額 の う ち 、 当

事業年度に帰属する額を計上しております。

（3） 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は

以下のとおりであります。

  過去勤務債務 その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法

により損益処理

　数理計算上の差異 各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌期から損益処理
（4） 役員退職慰労引当金

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額の

うち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。



（5） 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻

請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

（6） 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度による負担金の支払に備えるため、予め定めている償却・引当

基準に基づき将来の支払額を見積り、必要と認められる額を計上しております。

8． リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する事業年度に属するも

のについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

9． ヘッジ会計の方法
当行は、金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジを適用して

おります。

当行はその他有価証券に区分している固定金利の債券の相場変動を相殺するヘッジを実施しており、「金融商品会計

に関する実務指針」（日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第14号）に定める包括ヘッジによっております。

ヘッジ有効性については、ヘッジ対象となる金融資産とヘッジ手段である金利スワップ取引を一定の残存期間毎

にグルーピングのうえ特定し評価することとしております。

10． 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産

に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

会計方針の変更

（リース取引に関する会計基準） 
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりまし

たが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号平成19年３月30日）及び「リース取引に関する会計基準の
適用指針」（企業会計基準適用指針第16号同前）が平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用されることになっ
たことに伴い、当事業年度から同会計基準及び適用指針を適用しております。 

これによる貸借対照表等への影響は軽微であります。
なお、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する事業年度に属する所有権移転外ファイナンス・リース取引

につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。

追加情報
（その他有価証券に係る時価の算定方法の一部変更）

変動利付国債の時価については、従来、市場価格をもって貸借対照表計上額としておりましたが、昨今の市場環境を
踏まえた検討の結果、市場価格を時価とみなせない状態にあると判断し、当事業年度末においては合理的に算定され
た価額をもって貸借対照表計上額としております。これにより、市場価格をもって貸借対照表計上額とした場合に

比べ、「有価証券」及び「その他有価証券評価差額金」は2,682百万円増加しております。
なお、変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシュ・フローを、同利回

りに基づく割引率を用いて割り引くことにより算定しており、国債の利回り及び同利回りのボラティリティが主な価格決定変

数であります。

注記事項
（貸借対照表関係）
1． 関係会社の株式総額　　　4,138百万円

2． 貸出金のうち、破綻先債権額は 5,135百万円、延滞債権額は 48,966百万円であります。
な お 、 破 綻 先 債 権 と は 、 元 本 又 は 利 息 の 支 払 の 遅 延 が 相 当 期 間 継 続 し て い る こ と そ の 他 の 事 由 に よ り

元 本 又 は 利 息 の 取 立 て 又 は 弁 済 の 見 込 み が な い も の と し て 未 収 利 息 を 計 上 し な か っ た 貸 出 金 （ 貸 倒 償

却 を 行 っ た 部 分 を 除 く 。 以 下 「 未 収 利 息 不 計 上 貸 出 金 」 と い う 。 ） の う ち 、 法 人 税 法 施 行 令 （ 昭 和 40 年 政 令

第 97 号 ） 第 96 条 第 1 項 第 3 号 の イ か ら ホ ま で に 掲 げ る 事 由 又 は 同 項 第 4 号 に 規 定 す る 事 由 が 生 じ て い る 貸

出金であります。
ま た 、 延 滞 債 権 と は 、 未 収 利 息 不 計 上 貸 出 金 で あ っ て 、 破綻 先債 権及 び債 務者 の経 営再 建又 は 支 援を

図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

3． 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額はありません。
な お 、 3 ヵ 月 以上 延滞 債権 とは 、元 本又 は利 息の 支払 が約 定支 払日 の翌 日か ら３ 月以 上遅 延し てい る貸

出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

4． 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 1,560百万円であります。
な お 、 貸 出 条 件 緩 和 債 権 と は 、 債 務 者 の 経 営 再 建 又 は 支 援 を 図 る こ と を 目 的 と し て 、 金 利 の 減 免 、 利 息

の 支 払 猶 予 、 元 本 の 返 済 猶 予 、 債 権 放 棄 そ の 他 の 債 務 者 に 有 利 と な る 取 決 め を 行 っ た 貸 出 金 で 破 綻 先

債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。

5． 破 綻 先 債 権 額 、 延 滞 債 権 額 、 3 ヵ 月 以 上 延 滞 債 権 額 及 び 貸 出 条 件 緩 和 債 権 額 の 合 計 額 は 55,662 百 万

円であります。

なお、2．から 5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。



6． 手 形 割 引 は 、 業 種 別 監 査 委 員 会 報 告 第24 号に 基づ き 金 融取 引と し て 処理 し て おり ます 。こ れ に より 受け

入 れ た 商 業 手 形 及 び 買 入 外 国 為 替 は 、 売 却 又 は 担 保 と い う 方 法 で 自 由 に 処 分 で き る 権 利 を 有 し て お り ま

すが、その額面金額は、  4,471百万円であります。

7． ローン・ パーティシペーショ ンで、平成７年６月１日付日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3 号に
基 づ い て 、 原 債 務 者 に 対 す る 貸 出 金 と し て 会 計 処 理 し た 参 加 元 本 金 額 の う ち 、 貸 借 対 照 表 計 上 額 は
6,548百万円であります。

8． 担保に供している資産は次のとおりであります。

      担保に供している資産
有 価 証 券 33,369 百万円
貸 出 金 7,937 百万円
現 金 32 百万円

      担保資産に対応する債務
預 金 5,642 百万円
借 入 金 9,000 百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 52,523 百万円

を差し入れております。

また、その他の資産のうち保証金は 447百万円であります。

9． 当 座 貸 越 契 約 及 び 貸 付 金 に 係 る コ ミ ッ ト メ ン ト ラ イ ン 契 約 は 、 顧 客 か ら の 融 資 実 行 の 申 し 出 を 受 け た 場

合 に 、 契 約 上 規 定 さ れ た 条 件 に つ い て 違 反 が な い 限 り 、 一 定 の 限 度 額 ま で 資 金 を 貸 付 け る こ と を 約 す る

契 約 で あ り ま す 。 こ れ ら の 契 約 に 係 る 融 資 未 実 行 残 高 は 、 219,490 百 万 円 で あ り ま す 。 こ の う ち 原 契 約 期

間が1年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が 217,026百万円あります。
な お 、 こ れ ら の 契 約 の 多 く は 、 融 資 実 行 さ れ ず に 終 了 す る も の で あ る た め 、 融 資 未 実 行 残 高 そ の も の が

必 ず し も 当 行 の 将 来 の キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー に 影 響 を 与 え る も の で は あ り ま せ ん 。 こ れ ら の 契 約 の 多 く に は 、

金 融 情 勢 の 変 化 、 債 権 の 保 全 及 び そ の 他 相 当 の 事 由 が ある とき は 、 当行 が実 行申 し 込 みを 受け た融 資の

拒 絶 又 は 契 約 極 度 額 の 減 額 を す る こ と が で き る 旨 の 条 項 が 付 け ら れ て お り ま す 。 ま た 、 契 約 時 に お い て

必 要 に 応 じ て 不 動 産 ･ 有 価 証 券 等 の 担 保 を 徴 求 す る ほ か 、 契 約 後 も 定 期 的 に 予 め 定 め て い る 行 内 手 続

に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

10． 土 地 の 再 評 価 に 関 す る 法 律 （ 平 成 10 年 3 月 31 日 公 布 法 律 第 34 号 ） に 基 づ き 、 事 業 用 の 土 地 の 再 評 価 を

行 い 、 評 価 差 額 に つ い て は 、 当 該 評 価 差 額 に 係 る 税 金 相 当 額 を 「 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 」 と し て 負

債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

      再評価を行った年月日 平成14年3月31日

      同法律第3条第3項に定める再評価の方法 土 地 の 再 評 価 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 10 年 3

月 31 日 公 布 政 令 第 119 号 ） 第 2 条 第 4 号 に 定 め る

地 価 税 法 （ 平 成 3 年 法 律 第 69 号 ） 第 16 条 に 規 定 す る

地 価 税 の 課 税 価 格 の 計 算 の 基 礎 と な る 土 地 の 価 格

を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法

に よ り 算 出 し た 価 格 に 基 づ い て 、 奥 行 価 格 補 正 、 側

方路線影響加算、間口狭小補正等により合理的な調

整を行って算出
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額が当該事業用

土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回る額 1,338 百万円

11． 有形固定資産の減価償却累計額 14,040 百万円

12． 有形固定資産の圧縮記帳額 2,221 百万円

13． 借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金 10,300百万円が

含まれております。

14． 社債は、劣後特約付社債 15,000百万円であります。

15． 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する当行の保

証債務の額は 3,720百万円であります。

16． 1株当たりの純資産額 276 円 75銭

17． 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額は、該当ありません。

18． 貸借対照表に計上した固定資産のほか、システム機器等及び現金自動設備（ＡＴＭ）等の一部については、所有権

移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

19． 関係会社に対する金銭債権総額 2,300 百万円

20． 関係会社に対する金銭債務総額 14,785 百万円

21． 銀行法第18 条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。
剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわらず、当該剰余

金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。

22． 銀行法施行規則第19条の２第3項（ロ）（10）に規定する単体自己資本比率 8.86%

 



（損益計算書関係）
1． 関係会社との取引による収益

資金運用取引に係る収益総額 72 百万円
役務取引等に係る収益総額 23 百万円
その他業務・その他経常取引に係る収益総額 72 百万円
その他の取引に係る収益総額 - 百万円

関係会社との取引による費用
資金調達取引に係る費用総額 378 百万円
役務取引等に係る費用総額 639 百万円
その他業務・その他経常取引に係る費用総額 175 百万円
その他の取引に係る費用総額 703 百万円

2． 　１株当たり当期純損失金額 187 円 71 銭
3． 　「その他の経常費用」には、債権売却損 1,122百万円を含んでおります。
4． 当期において、営業キャッシュ・フローの減少、使用方法の変更及び地価の継続的な下落等により割引前

キャッシュ・フローの総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額
261百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

地域 主な用途 種類
減損損失額
（百万円）

青森県内 営業用店舗 11 ヵ所 土地・建物 206

青森県外 営業用店舗　3 ヵ所 土地・建物 55

－ 遊休資産
土地・建物

動産
0

営業用店舗については、原則として個々の営業店をグルーピングの単位とし（出張所については母店と同
一のグループとし、業務の関連性が強い営業店についても同一グループとしている。）、本部等については、独立
したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。また、遊休資産については各資産
単位でグルーピングをしております。

なお、当期において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、正味売却価額は不動
産鑑定士等による評価額より処分費用見込額を控除して算定しております。

（株主資本等変動計算書関係）
1． 自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位　千株）

前事業年度末
株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

摘　要

自己株式
普通株式（注） 10,482 2,787 5,244 8,024
合計 10,482 2,787 5,244 8,024

（注）1. 普通株式の増加2,787千株のうち、2,500千株は定款に定める取締役会決議による買受による増加、
　　　 また、287千株は単元未満株式の買受による増加であります。
　　　2. 普通株式の減少5,244千株のうち、5,000千株は自己株式の消却による減少、244千株は単元未満株式

の買増による減少であります。
（有価証券関係）

貸借対照表の「国債」「地方債」「短期社債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」、並びに「買入金
銭債権」中の貸付債権信託受益権が含まれております。

1． 売買目的有価証券（平成21年3月31日）

貸借対照表計上額
当事業年度の損益に含まれた

評価差額

　　　 （百万円） （百万円）

　　　 売買目的有価証券 186 0

2． 満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成21年3月31日）

該当ありません。

3． 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの（平成21年3月31日）

該当ありません。

4． その他有価証券で時価のあるもの（平成21年3月31日）
取得原価 貸借対照表計上額 評価差額 　うち益 　うち損
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

株式 17,291 15,053 △ 2,237 263 2,501

債券 291,428 293,387 1,958 2,551 592

   国債 143,359 144,022 663 959 295

   地方債 81,572 82,026 453 665 211

   短期社債 - - - - -

   社債 66,497 67,338 841 926 85

その他 51,114 47,051 △ 4,062 - 4,062

合計 359,834 355,492 △ 4,341 2,814 7,156



（注）1. 貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
（注）2.  「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。
（注）3. その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落してお

り、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対

照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しており

ます。

当事業年度において、その他有価証券で時価のあるものについて 17,285百万円（うち株式 4,754百万

円、その他の証券 12,530百万円）を減損処理しております。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として以下のとお

りであります。

・時価が取得原価の50％以上下落している銘柄

・時価が取得原価の30％以上50％未満下落しておりかつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄

（追加情報）
変動利付国債の時価については、従来、市場価格をもって貸借対照表計上額としておりましたが、昨今

の市場環境を踏まえた検討の結果、市場価格を時価とみなせない状態にあると判断し、当事業年度末に

おいては合理的に算定された価額をもって貸借対照表計上額としております。これにより、市場価格をもっ

て貸借対照表計上額とした場合に比べ、「有価証券」及び「その他有価証券評価差額金」は 2,682百万円

増加しております。
なお、変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシュ・

フローを、同利回りに基づく割引率を用いて割り引くことにより算定しており、国債の利回り及び同利回りの

ボラティリティが主な価格決定変数であります。

5． 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（平成21年3月31日）

該当ありません。

6． 当事業年度中に売却したその他有価証券（平成21年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

（百万円） （百万円） （百万円）

その他有価証券 169,612 2,769 2,817

7． 時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額（平成21年3月31日）
金額(百万円）

満期保有目的の債券

非上場社債券 3,720

子会社･子法人等株式及び関連法人等株式

子会社･子法人等株式 4,436

関連法人等株式 2

 その他有価証券

非上場株式 2,646

非上場外国証券 200

貸付債権信託受益権 6,182

投資事業有限責任組合に類するものの出資持分 894

8． 保有目的を変更した有価証券（平成21年3月31日）

該当ありません。



９． その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額（平成21年3月31日）

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

債券 80,216 102,092 82,475 32,323

   国債 69,972 26,151 15,575 32,323

   地方債 1,396 29,711 50,918 -

   短期社債 - - - -

   社債 8,847 46,229 15,981 -

その他 2,884 11,639 5,732 6,632

合計 83,101 113,732 88,207 38,955

（金銭の信託関係）

1． 運用目的の金銭の信託（平成21年3月31日）

貸借対照表計上額
当事業年度の損益に含まれた

評価差額

　　　 （百万円） （百万円）

　　　運用目的の金銭の信託 19,994 0

2． 満期保有目的の金銭の信託（平成21年3月31日）

該当ありません。

3． その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成21年3月31日）

該当ありません。

（税効果会計関係）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。

繰延税金資産

貸倒引当金 13,641 百万円

有価証券償却 6,926

税務上の繰越欠損金 4,765

退職給付引当金 4,095

その他有価証券評価差額金 2,893

固定資産の減損損失 500

賞与引当金 471

減価償却費 413

出資金の減損 314

睡眠預金払戻損失引当金 270

繰延ヘッジ損益 188

のれん償却 145

未払事業税 3

その他 743

繰延税金資産小計 35,372

評価性引当額 △ 20,361

繰延税金資産合計 15,011

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △ 1,100

繰延税金負債合計 △ 1,100

繰延税金資産の純額 13,910 百万円



（関連当事者との取引）
1. 親会社及び法人主要株主等

該当ありません。
2. 子会社、子法人等及び関連会社等 （単位：百万円）

属性 会社等の名称
議決権の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社
みちのく信用保証

株式会社
所有　直接100％ 役員の兼任

住宅ローン等の
保証

（注1） － －

子会社
みちのくカード

株式会社
所有　直接98.41％

間接 0.57％
役員の兼任 増資の引受 1,500 － －

（注２）

(注） 1.みちのく信用保証株式会社は、当行の住宅ローン等の保証を引受けており、平成21年3月末の保証残高は326,548百万円

で あり ま す 。 ま た、 当 行 の 同 子 会 社 に 対 す る 期 中 の 保 証 料 の 支 払 額 は 254 百 万 円で あり 、代 位弁 済額 は1,407 百万円で

あります。

2.みちのくカード株式会社は、平成21年２月16日に当行全額引受による1,500百万円の増資を行い、資本金810百万円となりました。

また、平成21年３月18日に繰越利益剰余金の欠損を補填するため減資を行い、資本金100百万円となっております。

3. 兄弟会社等
該当ありません。

4. 役員及び個人主要株主等 （単位：百万円）

属性
会社等の名称

又は氏名
議決権の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役員

榊　佳弘 － 当行監査役 当行貸出の保証（注1） △ 426 － －

鳥谷部眞実
被所有

直接0.00％
当行監査役

資金の貸出
利息の受取
当行貸出の保証（注2）

△15
0

△39

貸出金
－
－

－
－
－

東　康夫 － 当行監査役 債務の保証(注3) 7 - -

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等

マルヨ水産
株式会社

(注4)

被所有
直接0.19％

－

資金の貸出 △ 394 貸出金 1,224

債務の保証 △ 31 支払承諾 123

社債の引受 - 社債 300

利息の受取 15 未収収益 2

株式会社ヤマウ
鳥谷部商店

(注5)

被所有
直接0.00％

－
資金の貸出 0 貸出金 -

利息の受取 0 未収収益 -

株式会社ヤマウ
鳥谷部臨港倉庫

(注6)
－ －

資金の貸出 △ 39 貸出金 427

利息の受取 11 未収収益 0

（注）１．当行は、監査役 榊 佳弘より、第三者マルヨ水産株式会社に対する貸出金 1,224百万円及び支払承諾 123百万円に対して債務

　保証を受けております。

２．当行は、監査役 鳥谷部眞実より、第三者株式会社ヤマウ鳥谷部臨港倉庫に対する貸出金 427百万円に対して債務保証を受けてお

　ります。

３.債務の保証については、監査役 東 康夫が代表権を有する第三者東北化学薬品株式会社との取引であり、支払承諾の期末残高は

　46百万円であります。

４．マルヨ水産株式会社は、監査役 榊 佳弘及びその近親者が議決権の 65.9％を保有しております。

　　また、当行は、同社発行の社債を引受けており、当行の保証を付しております。

５．株式会社ヤマウ鳥谷部商店は、監査役 鳥谷部眞実及びその近親者が議決権の100.0％を保有しております。

６．株式会社ヤマウ鳥谷部臨港倉庫は、監査役 鳥谷部眞実及びその近親者が議決権の100.0％を保有しております。

７．取引条件及び取引条件の決定方針等は、一般の取引と同様に行っております。



重要な後発事象

（金融機能強化法に基づく公的資金の申請検討開始）
当行は、平成21年5月7日開催の取締役会において、金融機能の強化のための特別措置に関する法律（以下、

「金融機能強化法」という。）に基づく国の資本参加の申請（以下、「公的資金の申請」という。）に向けた検討を

開始することを決議いたしました。

１．公的資金の申請の検討を開始する目的
金融機能強化法の趣旨を踏まえ、資本増強を図ることで、中小企業等への安定的かつ円滑な資金供給をこれ

まで以上に強力に推進し、地域経済の活性化に資することを目的とするものです。

２．公的資金の申請の内容

申請の金額、資金払込みの時期等に関しましては、未確定であります。
（資本準備金及び利益準備金の減少）

当行は、平成21年6月25日開催の定時株主総会において、資本準備金及び利益準備金の減少を決議
いたしました。
１．資本準備金及び利益準備金の額の減少の目的

会社法第448条第１項に基づき、当事業年度の欠損を填補し、安定配当を維持するとともに、将来の環境変化等
　に対する財務戦略上の柔軟性および機動性を確保することを目的として行うものであります。
２．減少する資本準備金および利益準備金の額

減少前 減少額 減少後
資本準備金 19,775 10,607 9,167
利益準備金 4,392 4,392 -

計 24,167 15,000 9,167
３． 資本準備金および利益準備金の額の減少の方法

資 本 準 備 金 の 減 少 額 は そ の 他 資 本 剰 余 金 に 、 利 益 準 備 金 の 減 少 額 は そ の 他 利 益 剰 余 金 に 振 り
替えます。



連　結　貸　借　対　照　表

（平成２１年３月３１日現在）

（単位:百万円）

科 目 金　　　　　額 科 目 金　　　　　額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 預 け 金 47,121 預 金 1,715,730

コ ー ル ロ ー ン 及 び 買 入 手 形 106,598 借 用 金 11,000

買 入 金 銭 債 権 7,579 外 国 為 替 17

商 品 有 価 証 券 186 社 債 15,000

金 銭 の 信 託 19,994 そ の 他 負 債 10,987

有 価 証 券 364,972 賞 与 引 当 金 1,195

貸 出 金 1,261,379 退 職 給 付 引 当 金 10,131

外 国 為 替 638 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 208

そ の 他 資 産 8,878 睡眠預金払戻損失引当金 670

有 形 固 定 資 産 12,230 偶 発 損 失 引 当 金 323

建 物 3,179 利 息 返 還 損 失 引 当 金 67

土 地 6,935 再 評 価 に 係る 繰延 税金 負債 879

建 設 仮 勘 定 135 支 払 承 諾 12,879

その他の有形固定資産 1,979 負 債 の 部 合 計 1,779,091

無 形 固 定 資 産 1,565 （ 純 資 産 の 部 ）

ソ フ ト ウ ェ ア 1,226 資 本 金 24,167

その他の無形固定資産 339 資 本 剰 余 金 19,775

繰 延 税 金 資 産 13,888 利 益 剰 余 金 1,645

支 払 承 諾 見 返 12,879 自 己 株 式 △ 2,665

貸 倒 金 △引 当 32,106 株主資本合計 42,923

その 金 △他有価証券評価差額 4,323

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 277

土 地 再 評 価 差 額 金 318

評価・換算差額等合計 △ 4,282

少 数 株 主 持 分 8,074

純 資 産 の 部 合 計 46,715

資 産 の 部 合 計 1,825,806 負債及び純資産の部合計 1,825,806



連　結　損　益　計　算　書
（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで）

（単位:百万円）

科 目 金 額

経 常 収 益 47,620

資 金 運 用 収 益 36,274

貸 出 金 利 息 29,735

有 価 証 券 利 息 配 当 金 6,018

コ ー ル ロ ー ン 利 息 及 び 買 入 手 形 利 息 322

預 け 金 利 息 70

そ の 他 の 受 入 利 息 127

役 務 取 引 等 収 益 6,030

そ の 他 業 務 収 益 1,616

そ の 他 経 常 収 益 3,699

経 常 費 用 68,613

資 金 調 達 費 用 5,596

預 金 利 息 4,924

コ ー ル マ ネ ー 利 息 及 び 売 渡 手 形 利 息 1

借 用 金 利 息 59

社 債 245利 息

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 366

役 務 取 引 等 費 用 3,730

そ の 他 業 務 費 用 11,184

営 業 経 費 26,822

そ の 他 経 常 費 用 21,280

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 4,163

そ の 他 の 経 常 費 用 17,117

経 常 損 失 20,993

特 別 利 益 114

固 定 資 産 処 分 益 8

償 却 債 権 取 立 益 105

特 別 損 失 444

固 定 資 産 処 分 損 182

減 損 損 失 261

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 21,323

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 46

法 人 税 等 調 整 額 5,510

法 人 税 等 合 計 5,556

少 数 株 主 利 益 208

当 期 純 損 失 27,089

　　



連結株主資本等変動計算書
（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで）

(単位：百万円)

科　　目 金　　額

株主資本
　資本金
　　前期末残高 24,167
　　当期変動額
　　　当期変動額合計 －
　　当期末残高 24,167
　資本剰余金
　　前期末残高 19,775
　　当期変動額
　　　当期変動額合計 －
　　当期末残高 19,775
　利益剰余金
　　前期末残高 30,954
　　当期変動額
　　　剰余金の配当 △ 436
　　　当期純損失 △ 27,089
　　　自己株式の処分 △ 34
　　　自己株式の消却 △ 1,804
　　　土地再評価差額金の取崩 56
　　　当期変動額合計 △ 29,308
　　当期末残高 1,645
　自己株式
　　前期末残高 △ 3,798
　　当期変動額
　　　持分比率異動による増加高 △ 4
　　　自己株式の取得 △ 769
　　　自己株式の処分 101
　　　自己株式の消却 1,804
　　　当期変動額合計 1,132
　　当期末残高 △ 2,665
　株主資本合計
　　前期末残高 71,099
　　当期変動額
　　　剰余金の配当 △ 436
　　　持分比率異動による増加高 △ 4
　　　当期純損失 △ 27,089
　　　自己株式の取得 △ 769
　　　自己株式の処分 66
　　　自己株式の消却 －
　　　土地再評価差額金の取崩 56
　　　当期変動額合計 △ 28,175
　　当期末残高 42,923
評価・換算差額等
　その他有価証券評価差額金
　　前期末残高 △ 4,096
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 226
　　　当期変動額合計 △ 226
　　当期末残高 △ 4,323
　繰延ヘッジ損益
　　前期末残高 △ 217
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 60
　　　当期変動額合計 △ 60
　　当期末残高 △ 277
　土地再評価差額金
　　前期末残高 374
　　当期変動額
　　　土地再評価差額金の取崩 △ 56
　　　当期変動額合計 △ 56
　　当期末残高 318
　為替換算調整勘定
　　前期末残高 286
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 286
　　　当期変動額合計 △ 286
　　当期末残高 －
　評価・換算差額等合計
　　前期末残高 △ 3,652
　　当期変動額
　　　土地再評価差額金の取崩 △ 56
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 573
　　　当期変動額合計 △ 630
　　当期末残高 △ 4,282



(単位：百万円)

科　　目 金　　額

少数株主持分
　前期末残高 8,064
　当期変動額
　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10
　　当期変動額合計 10
　当期末残高 8,074
純資産合計
　前期末残高 75,511
　当期変動額
　　剰余金の配当 △ 436
　　持分比率異動による増加高 △ 4
　　当期純損失 △ 27,089
　　自己株式の取得 △ 769
　　自己株式の処分 66
　　自己株式の消却 －
　　土地再評価差額金の取崩 －
　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 563
　　当期変動額合計 △ 28,795
　当期末残高 46,715



記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

1． 会計処理基準に関する事項
（1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。
（2) 有価証券の評価基準及び評価方法

（イ）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券

のうち時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法

により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、

　　その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
（ロ）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の

　　評価は、時価法により行っております。
（3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
（4) 減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）
当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）については

定額法）を採用しております。また､主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 3年～ 50年

　 そ の 他 2年～ 20年

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率

法により償却しております。
②無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並びに連結される

子会社及び子法人等で定める利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。
（5) 貸倒引当金の計上基準

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

　 破 産 、 特 別 清 算 等 法 的 に 経 営 破 綻 の事 実 が 発 生 し て い る 債 務 者 （ 以 下 、 「 破 綻 先 」 と い う 。 ） に 係 る 債 権

及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書き

に 記 載 さ れ て い る 直 接 減 額 後 の 帳 簿 価 額 か ら 、 担 保 の 処 分 可 能 見 込 額 及 び 保 証 に よ る 回 収 可 能 見

込 額 を 控 除 し 、 その残 額 を 計 上 し て お りま す 。 ま た、 現 在 は 経 営 破 綻 の状 況 に な い が、 今 後 経 営 破 綻 に陥

る 可 能 性 が 大 き い と 認 め ら れ る 債 務 者 に 係 る 債 権 に つ い て は 、 債 権 額 か ら 、 担 保 の 処 分 可 能 見 込 額

及 び 保 証 に よ る 回 収 可 能 見 込 額 を 控 除 し 、 そ の 残 額 の う ち 、 債 務 者 の 支 払 能 力 を 総 合 的 に 判 断 し 必 要 と

認 め る 額 を 計 上 し て おります 。上 記以 外の債権 につ いて は、 過去 の一 定期 間におけ る貸 倒実 績か ら算 出し

た貸倒実績率等に基づき計上しております。
す べ て の債 権 は 、 資 産 の 自 己 査 定 基 準 に基 づ き 、 営 業 関 連 部 署 が 資 産 査 定 を 実 施 し 、 当 該 部 署 か ら 独

立 し た 資 産 監 査 部 署 が 査 定 結 果 を 監 査 し て お り 、 そ の 査 定 結 果 に 基 づ い て 上 記 の 引 当 を 行 っ て お り ま

す。
な お 、 破 綻 先 及 び 実 質 破 綻 先 に対 す る 担 保 ・ 保 証 付 債 権 等 に つ い て は 、 債 権 額 か ら 担 保 の評 価 額 及 び

保 証 に よ る 回 収 が 可 能 と 認 め ら れ る 額 を 控 除 し た 残 額 を 取 立 不 能 見 込 額 と し て 債 権 額 か ら 直 接 減 額 し て

おり、その金額は 14,914百万円であります。
連 結 さ れ る 子 会 社 及 び 子 法 人 等 の 貸 倒 引 当 金 は 、 一 般 債 権 に つ い て は 過 去 の 貸 倒 実 績 率 等 を 勘 案 し

て 必 要 と 認 め た 額 を 、 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の債 権 につ い て は 、 個 別 に回 収 可 能 性 を 勘 案 し 、 回 収 不 能 見

込額をそれぞれ引き当てております。
（6) 賞与引当金の計上基準

賞 与 引 当 金 は 、 従 業 員 へ の 賞 与 の 支 払 い に 備 え る た め 、 従 業 員 に 対 す る 賞 与 の 支 給 見 込 額 の う ち 、 当

連結会計年度に帰属する額を計上しております。

（7) 退職給付引当金の計上基準
退 職 給 付 引 当 金 は 、 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 え る た め 、 当 連 結 会 計 年 度 末 に お け る 退 職 給 付 債 務 及 び

年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用

処理方法は以下のとおりであります。

  過去勤務債務 その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法

により損益処理

　数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
（8) 役員退職慰労引当金の計上基準

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、

当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

（9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻

請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。



（10) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度による負担金の支払に備えるため、予め定めている償却・引当

基準に基づき将来の支払額を見積り、必要と認められる額を計上しております。
（11) 利息返還損失引当金の計上基準

利息返還損失引当金は、連結子会社のクレジットカード業務にかかる利息制限法を超過する貸付金利息の返還請求

に備えるため、過去の返還実績率等から将来の返還額を見積り、必要と認められる額を計上しております。
（12) 外貨建資産・負債の換算基準

当行の外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等 の為 替相 場により

換算しております。
（13) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する連結会計年度に属

するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。
（14) 重要なヘッジ会計の方法

当行は、金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジを適用して

おります。

当行はその他有価証券に区分している固定金利の債券の相場変動を相殺するヘッジを実施しており、「金融商品会計

に関する実務指針」（日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第14号）に定める包括ヘッジによっております。

ヘッジ有効性については、ヘッジ対象となる金融資産とヘッジ手段である金利スワップ取引を一定の残存期間毎

にグルーピングのうえ特定し評価することとしております。
（15) 消費税等の会計処理

当行並びに国内の連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（リース取引に関する会計基準） 
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりまし

たが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号平成19年３月30日）及び「リース取引に関する会計基準の
適用指針」（企業会計基準適用指針第16号同前）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度から適用されること
になったことに伴い、当連結会計年度から同会計基準及び適用指針を適用しております。 

これによる連結貸借対照表等への影響は軽微であります。
なお、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する連結会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・

リース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。

追加情報
（その他有価証券に係る時価の算定方法の一部変更）

変動利付国債の時価については、従来、市場価格をもって連結貸借対照表計上額としておりましたが、昨今の市場環
境を踏まえた検討の結果、市場価格を時価とみなせない状態にあると判断し、当連結会計年度末においては合理的に
算定された価額をもって連結貸借対照表計上額としております。これにより、市場価格をもって連結貸借対照表計上額

とした場合に比べ、「有価証券」及び「その他有価証券評価差額金」は 2,682百万円増加しております。
なお、変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシュ・フローを、同利回

りに基づく割引率を用いて割り引くことにより算定しており、国債の利回り及び同利回りのボラティリティが主な価格決定変

数であります。

注記事項
（連結貸借対照表関係）

1． 関係会社の株式総額（連結子会社及び連結子法人等の株式を除く）　17百万円
2． 貸出金のうち、破綻先債権額は 5,464百万円、延滞債権額は 50,345百万円であります。

な お 、 破 綻 先 債 権 と は 、 元 本 又 は 利 息 の 支 払 の 遅 延 が 相 当 期 間 継 続 し て い る こ と そ の 他 の 事 由 に よ り

元 本 又 は 利 息 の 取 立 て 又 は 弁 済 の 見 込 み が な い も の と し て 未 収 利 息 を 計 上 し な か っ た 貸 出 金 （ 貸 倒 償

却 を 行 っ た 部 分 を 除 く 。 以 下 「 未 収 利 息 不 計 上 貸 出 金 」 と い う 。 ） のう ち 、 法 人 税 法 施 行 令 （ 昭 和 40 年 政 令

第 97 号 ） 第 96 条 第 1 項 第 3 号 の イ か ら ホ ま で に 掲 げ る 事 由 又 は 同 項 第 4 号 に 規 定 す る 事 由 が 生 じ て い る 貸

出金であります。
ま た、 延 滞 債 権 と は 、 未 収 利 息 不 計 上 貸 出 金 で あ っ て 、 破 綻 先 債 権 及 び 債 務 者 の経 営 再 建 又 は 支 援 を

図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

3． 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額はありません。
な お 、 3 ヵ月 以 上 延 滞 債 権 と は 、 元 本 又 は 利 息 の 支 払 が約 定 支 払 日 の翌 日 か ら 3 月 以 上 遅 延 し て い る 貸

出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。



4． 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 3,081百万円であります。
な お 、 貸 出 条 件 緩 和 債 権 と は 、 債 務 者 の 経 営 再 建 又 は 支 援 を 図 るこ と を 目 的 と し て 、 金 利 の減 免 、 利 息

の 支 払 猶 予 、 元 本 の 返 済 猶 予 、 債 権 放 棄 そ の 他 の 債 務 者 に 有 利 と な る 取 決 め を 行 っ た 貸 出 金 で 破 綻 先

債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。

5． 破 綻 先 債 権 額 、 延 滞 債 権 額 、 3 ヵ 月 以 上 延 滞 債 権 額 及 び 貸 出 条 件 緩 和 債 権 額 の 合 計 額 は 58,891 百 万

円であります。

なお、上記2．から 5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

6． 手 形 割 引 は 、 業 種 別 監 査 委 員 会 報 告 第 24 号 に 基 づ き 金 融 取 引 と し て 処 理 し て お り ま す 。 こ れ に よ り 受 け

入 れ た 商 業 手 形 及 び 買 入 外 国 為 替 は 、 売 却 又 は 担 保 と い う 方 法 で 自 由 に 処 分 で き る権 利 を 有 し て お りま

すが、その額面金額は 4,471百万円であります。
7． ロ ー ン ・ パ ー テ ィシ ペ ー シ ョンで 、 平 成 ７ 年 ６ 月 １ 日 付 日本 公認 会計 士協 会会 計制 度委 員会 報告 第3 号に

基 づ い て 、 原 債 務 者 に 対 す る貸 出 金 と し て 会 計 処 理 し た参 加 元 本 金 額 の う ち 、 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 は
6,548百万円であります。

8． 担保に供している資産は次のとおりであります。

      担保に供している資産
有 価 証 券 33,369 百万円
貸 出 金 7,937 百万円
現 金 32 百万円

      担保資産に対応する債務
預 金 5,642 百万円
借 入 金 9,000 百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 52,523 百万円

を差し入れております。

また、その他資産のうち保証金は 447百万円であります。

9． 当 座 貸 越 契 約 及 び 貸 付 金 に 係 る コ ミ ッ ト メ ン ト ラ イ ン 契 約 は 、 顧 客 か ら の 融 資 実 行 の 申 し 出 を 受 け た 場

合 に 、 契 約 上 規 定 さ れ た 条 件 に つ い て 違 反 が な い 限 り 、 一 定 の 限 度 額 ま で 資 金 を 貸 付 け る こ と を 約 す る

契 約 で あ り ま す 。 こ れ ら の 契 約 に 係 る 融 資 未 実 行 残 高 は 、 235,983 百 万 円 で あ り ま す 。 こ の う ち 原 契 約 期

間が1年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が 233,519百万円あります。
な お 、 こ れ ら の 契 約 の 多 く は 、 融 資 実 行 さ れ ず に 終 了 す る も の で あ る た め 、 融 資 未 実 行 残 高 そ の も の が

必 ず し も 当 行 並 び に 連 結 さ れ る 子 会 社 及 び 子 法 人 等 の将 来 の キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー に 影 響 を 与 え る も の で は

あ りま せ ん 。 こ れ ら の契 約 の多 くには、 金融 情勢 の変 化、 債権 の保 全及 びその他 相当 の事 由がある とき は、

当 行 並 び に連 結 さ れ る 子 会 社 及 び 子 法 人 等 が実 行 申 し込 み を 受 け た融 資 の 拒 絶 又 は 契 約 極 度 額 の 減 額

を す る こ と がで き る 旨 の条 項 が付 け ら れ て お りま す 。 ま た、 契 約 時 にお い て 必 要 に応 じ て 不 動 産・ 有価 証券

等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内(社内）手続に基づき顧客の業況等を把握

し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

10． 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を

行 い 、 評 価 差 額 に つ い て は 、 当 該 評 価 差 額 に 係 る 税 金 相 当 額 を 「 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 」 と し て 負

債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

      再評価を行った年月日 平成14年3月31日

      同法律第3条第3項に定める再評価の方法 土 地 の 再 評 価 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 10 年 3

月 31 日 公 布 政 令 第 119 号 ） 第 2 条 第 4 号 に 定 め る

地 価 税 法 （ 平 成 3 年 法 律 第 69 号 ） 第 16 条 に 規 定 す る

地 価 税 の 課 税 価 格 の 計 算 の 基 礎 と な る 土 地 の 価 格

を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法

に よ り 算 出 し た 価 格 に 基 づ い て 、 奥 行 価 格 補 正 、 側

方路線影響加算、間口狭小補正等により合理的な調

整を行って算出
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額が当該事業用土地の

再評価後の帳簿価額の合計額を下回る額 1,338 百万円

11． 有形固定資産の減価償却累計額 14,258 百万円

12． 有形固定資産の圧縮記帳額 2,597 百万円

13． 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金 2,000百万円が

含まれております。

14． 社債は、劣後特約付社債 15,000百万円であります。

15． 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する当行の保

証債務の額は 3,720百万円であります。

16． 1株当たりの純資産額 270円　46銭

17． 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額は、該当ありません。

18． 連結貸借対照表に計上した固定資産のほか、システム機器等及び現金自動設備（ＡＴＭ）等の一部については、所

有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。



19． 当連結会計年度末における退職給付債務等は、以下のとおりであります。

退職給付債務 △ 19,463 百万円

年金資産(時価） 5,823

未積立退職給付債務 △ 13,639

未認識数理計算上の差異 3,435

未認識過去勤務債務 72

連結貸借対照表計上額の純額 △ 10,131

前払年金費用 -

退職給付引当金 △ 10,131

20． 銀行法施行規則第19条の3第2項（ロ）（6）に規定する連結自己資本比率 8.76%

（連結損益計算書関係）

1． 　「その他の経常費用」には、貸出金償却 3,130百万円及び株式等償却 8,902百万円を含んでおります。

2． 当連結会計年度において、営業キャッシュ・フローの減少、使用方法の変更及び地価の継続的な下落等によ

り割引前キャッシュ・フローの総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額 261百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

地域 主な用途 種類
減損損失額
（百万円）

青森県内 営業用店舗  11ヶ所 土地・建物 206

青森県外 営業用店舗　  3ヶ所 土地・建物 55

－ 遊休資産
土地・建物

動産
0

営業用店舗については、原則として個々の営業店をグルーピングの単位とし（出張所については母店と同

一のグループとし、業務の関連性が強い営業店についても同一グループとしている。）、本部等については、

独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。また、遊休資産については各資

産単位でグルーピングをしております。

なお、当連結会計年度において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、正味

売却価額は不動産鑑定士等による評価額より処分費用見込額を控除して算定しております。

3． 1株当たり当期純損失金額 189 円 28 銭



.

.

（連結株主資本等変動計算書関係）
1．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）

前連結会計年度
末株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
末株式数

摘　要

発行済株式

普通株式 155,895 - 5,000 150,895 (注）

合計 155,895 - 5,000 150,895

自己株式

普通株式 10,507 2,794 5,277 8,024 (注）

合計 10,507 2,794 5,277 8,024

（注）1 普通株式の増加 2,794千株のうち、 2,500千株は定款に定める取締役会決議による買受による増加、

　　　 また、 294千株は単元未満株式の買受による増加であります。

（注）2 普通株式の減少 5,277千株のうち、 5,000千株は自己株式の消却による減少、 32千株は持分法適用の

関連法人保有の自己株式の処分による減少、また、 244千株は単元未満株式の買増による減少であります。

2．配当に関する事項

（１）当連結会計年度中の配当金支払額

決議
株式の種類 配当金の総額 1株当たりの金額 基準日 効力発生日

平成20年
6月26日

定時株主総会
普通株式 436百万円 3.0円 平成20年3月31日 平成20年6月27日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日以後となるもの

決議
株式の種類 配当金の総額 配当の原資

1株当たりの
金額

基準日 効力発生日

平成21年
6月25日

定時株主総会
普通株式 428百万円 利益剰余金 3.0円 平成21年3月31日 平成21年6月26日



（有価証券関係）
連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」、並びに「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益

権が含まれております。

1． 売買目的有価証券（平成21年3月31日）

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度の損益に含まれた評

価差額　　　
（百万円） （百万円）

　　　 売買目的有価証券 186 0

2． 満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成21年3月31日）
連結貸借対照表計上額 時価 差額 　うち益 　うち損

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

国債 1,999 2,010 10 10 -

（注）1. 時価は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づいております。
（注）2.  「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

3． その他有価証券で時価のあるもの（平成21年3月31日）
取得原価 連結貸借対照表計上額 評価差額 　うち益 　うち損
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

株式 17,291 15,053 △ 2,237 263 2,501

債券 291,428 293,387 1,958 2,551 592

   国債 143,359 144,022 663 959 295

   地方債 81,572 82,026 453 665 211

   短期社債 - - - - -

   社債 66,497 67,338 841 926 85

その他 51,114 47,051 △ 4,062 - 4,062

合計 359,834 355,492 △ 4,341 2,814 7,156

（注）1. 連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づく時価により計上したもので
あります。

（注）2.  「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。
（注）3. その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、

時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借

対照表価額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)して

おります。

当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて 17,285百万円（うち株式 4,754百

万円、その他の証券 12,530百万円）を減損処理しております。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として以下のとお

りであります。

・時価が取得原価の50％以上下落している銘柄

・時価が取得原価の30％以上50％未満下落しておりかつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄

（追加情報）
変動利付国債の時価については、従来、市場価格をもって連結貸借対照表計上額としておりましたが、昨今の

市場環境を踏まえた検討の結果、市場価格を時価とみなせない状態にあると判断し、当連結会計年度末において

は合理的に算定された価額をもって連結貸借対照表計上額としております。これにより、市場価格をもって連結貸

借対照表計上額とした場合に比べ、「有価証券」と「その他有価証券評価差額金」は2,682百万円増加しております。
なお、変更利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシュ・フローを、

同利回りに基づく割引率を用いて割り引くことにより算定しており、国債の利回り及び同利回りのボラティリティ

が主な価格決定変数であります。

4． 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（平成21年3月31日）

該当ありません。

5． 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（平成21年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

（百万円） （百万円） （百万円）

その他有価証券 170,320 2,769 2,818

6． 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成20年3月31日）
金額(百万円）

満期保有目的の債券

非上場社債券 3,720

 その他有価証券

非上場株式 2,647

非上場外国証券 200

貸付債権信託受益権 6,182

投資事業有限責任組合に類するものの出資持分 894

関連会社株式 17

7． 保有目的を変更した有価証券（平成21年3月31日）

該当ありません。



8． その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額（平成21年3月31日）

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

債券 80,216 104,102 82,475 32,323

   国債 69,972 28,161 15,575 32,323

   地方債 1,396 29,711 50,918 -

   短期社債 - - - -

   社債 8,847 46,229 15,981 -

その他 2,884 11,639 5,732 6,632

合計 83,101 115,742 88,207 38,955

（金銭の信託関係）

1． 運用目的の金銭の信託（平成21年3月31日）

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度の損益に含まれた

評価差額　　　
（百万円） （百万円）

　　　運用目的の金銭の信託 19,994 -

2． 満期保有目的の金銭の信託（平成21年3月31日）

該当ありません。

3． その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成21年3月31日）

該当ありません。



重要な後発事象

（金融機能強化法に基づく公的資金の申請検討開始）
当行は、平成21年5月7日開催の取締役会において、金融機能の強化のための特別措置に関する法律（以下、

「金融機能強化法」という。）に基づく国の資本参加の申請（以下、「公的資金の申請」という。）に向けた検討を

開始することを決議いたしました。

１．公的資金の申請の検討を開始する目的
金融機能強化法の趣旨を踏まえ、資本増強を図ることで、中小企業等への安定的かつ円滑な資金供給をこれ

まで以上に強力に推進し、地域経済の活性化に資することを目的とするものです。

２．公的資金の申請の内容

申請の金額、資金払込みの時期等に関しましては、未確定であります。
（資本準備金及び利益準備金の減少）

当行は、平成21年6月25日開催の定時株主総会において、資本準備金及び利益準備金の減少を決議
いたしました。
１．資本準備金及び利益準備金の額の減少の目的

会社法第448条第１項に基づき、当連結会計年度の欠損を填補し、安定配当を維持するとともに、将来の環境
　変化等に対する財務戦略上の柔軟性および機動性を確保することを目的として行うものであります。
２．減少する資本準備金および利益準備金の額

減少前 減少額 減少後
資本準備金 19,775 10,607 9,167
利益準備金 4,392 4,392 -

計 24,167 15,000 9,167
３． 資本準備金および利益準備金の額の減少の方法

資 本 準 備 金 の 減 少 額 は そ の 他 資 本 剰 余 金 に 、 利 益 準 備 金 の 減 少 額 は そ の 他 利 益 剰 余 金 に 振 り
替えます。
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